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本事業の窓口は「福祉共生部健康推進室健康増進課」 

保健係     ☎５５９－５７０１   

健康推進係   ☎５５９－６１５５ 

ＦＡＸ５５９－５７０５ 

  他の機関が担当する場合のみ窓口を明記しています。 
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【母子保健】 

１．乳幼児健康診査 

  乳幼児の発育･栄養状態･運動機能･精神発達の状況を観察することで、疾病の早期発見に努め、

児の健やかな発達と保護者の育児を支援することを目的に次の健診を実施しています。 

健 康 診 査 名 健    診   項    目 

４か月児健康診査 問診、身体計測、内科診察、離乳食のお話、育児相談、 

栄養相談 

（９か月児のみ：歯のお話・ブックスタート） ９か月児健康診査 

１歳６か月児健康診査 問診、身体計測、内科診察、歯科診察、歯科保健相談、育児

相談、栄養相談、遊びのひろば（1歳６か月児のみ） 
３歳児健康診査 

３歳児視聴覚健診 耳鼻科健診、眼科健診 

 

２．乳幼児等・こども医療費助成 

  診療時の健康保険適用後の自己負担分を公費で助成する制度です。 

 

  

平成 30 年７月まで 
   

平成 30 年 7月から 
 

  未就学児 小学生・中学生 
 

  未就学児 小学生・中学生 

所
得
区
分
な
し 

通院：0円 

入院：0円 

 低
所
得
者
以
外 

通院：0円 

 

入院：0円 

通院：１医療機関等 

   あたり 1日２割   

負担上限 400円   

   

   （月 2 日まで※） 

 

入院：0円 

 

 

低
所
得
者 

通院：0円 

入院：0円 

※同一医療機関で 3日目以降の受診は一部負担金が 0円となります。 

低所得者の要件は市民税非課税世帯でかつ、世帯全員の年金収入と他の所得との合計が 80万円以

下の世帯の方 

 

〔申請に必要なもの〕 

  健康保険証、印鑑、所得・課税証明書（１歳児以上の扶養義務者がその年の１月 2日以降に 

転入したとき等） 

〔窓  口〕 

国保医療課 給付係  ＴＥＬ ５５９－５０４９  ＦＡＸ ５５９－２６３６ 
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３．未熟児養育医療費の給付 

 未熟児に係る入院医療費のうち、医療保険適用後の自己負担額及び入院時の食費自己負担額を公

費負担する制度です。  

〔対象者〕 

次のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた市内に住所を有する人 

①出生時の体重が２０００グラム以下の人 

②生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの 

⑴ 一般状態 

 （ｱ）運動不安、痙れんがあるもの 

 （ｲ）運動が異常に少ないもの 

 ⑵ 体温が摂氏３４度以下のもの 

 ⑶ 呼吸器、循環器系  

 （ｱ）強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの 

 （ｲ）呼吸数が毎分５０を超えて増加傾向にあるか、又は毎分３０以下のもの 

 （ｳ）出血傾向の強いもの 

 ⑷ 消化器系 

 （ｱ）生後２４時間以上排便のないもの 

 （ｲ）生後４８時間以上嘔吐が持続しているもの 

 （ｳ）血性吐物、血性便のあるもの 

 ⑸ 黄疸 

   生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの    

〔有効期間〕 

  医療意見書の診療予定期間内で、満１歳の誕生日の前々日を限度とします。 

〔申請に必要なもの〕 

  養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、お子様の保険証の写し（まだ、発行されて

いない場合、扶養する保護者のものでも可。）、所得税の証明書類（賦課期日に三田市に住所があ

る人で、申請時に課税状況確認に同意される場合は不要です。） 

 

４．妊婦健康診査費助成事業 

   三田市に住民登録がある方が妊婦健康診査を受けた場合、健診費用の一部助成を行います。    

平成２７年４月１日から、妊婦１人につき８万５千円を上限に助成券を交付します。 

助成券を使用できない県外等の医療機関については、償還払いによる助成を行っています。   

 

５．母子健康手帳の交付 

妊娠・出産・育児を通じたお母さんとお子さんの健康記録です。乳幼児健診や予防接種の結果等

を記録していくことを目的として、妊娠届出時に交付します。 
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６．マタニティ教室 

  妊婦が妊娠の経過、日常生活の過ごし方、分娩、育児等について正しい知識を持つことで出産、

育児についての不安をとり除き、健やかな赤ちゃんを生み育てることができるように援助すること

を目的としています。また、妊婦同士の仲間づくりを行い、出産後も子育てをしながら交流を図り、

健全な子育てができるように支援します。 

 

７．プレ・パパママ教室 

これから親となる妊婦とそのパートナーが、妊娠の経過や出産、育児について正しく学び、正し

い知識を得ることで、２人で「子育て」について考え、妊娠中や出産後の育児を不安なく取り組ん

でいけるように援助することを目的として実施します。 

 

８．乳幼児健診事後指導教室 

  親と子の遊びを通じて、親自身が子どもへの接し方を学び、子どもの健全な発育・発達を支援す

る教室です。また、親同士の交流を図り、育児不安を解消できる場づくりをしています。 

 

ふれあい教室 対象者 １歳６か月から３歳までの児とその保護者 

なかよし教室 対象者 ３歳から就学前までの児とその保護者 

 

９．離乳食教室 

  月齢にあった離乳食の進め方や、むし歯予防のための口腔ケアの方法を知り、食に対する不安 

を解消すること、また、同月齢の子どもをもつ保護者同士の交流の場づくりを目的とした教室です。 

 

 もぐもぐ教室 対象者  ６ ～ ７か月児の親子 

 かみかみ教室 対象者 １１ ～１２か月児の親子 

 

10．妊産婦・新生児・乳児・未熟児訪問 

 訪問を希望する妊産婦又は新生児・乳児・未熟児の保護者、あるいは乳幼児健診の結果必要な人

等の訪問をし、生活に即した相談・助言を行うことで、子どもの健やかな発育と母親の育児に対す

る不安等の解消を図ることを目的として実施しています。 

 

11. ブックスタート事業 

９か月児健康診査時に、絵本のプレゼントやボランティアによる絵本の読み聞かせを行うととも

に、市子育て支援サービスの情報提供等を行います。 

乳児とその家族に絵本を配布し、子どもの心と言葉の発達やコミュニケーション能力を育むこと
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を支援し、本との出会いや親しむ機会、子育てに役立つ情報等の提供を行い、親子のふれあいのひ

とときを応援することにより、子どもがすこやかに育ち、保護者が安心して子育てができる環境づ

くりを推進することを目的としています。 

〔窓  口〕 

子ども政策課  ＴＥＬ ５５９－５０７９  ＦＡＸ ５６３－３６１１ 

 

12. 乳幼児健康相談 

  乳幼児の心身ともに健康な発育を支援するため、育児等に不安を持つ保護者を対象に、保健師・

栄養士による乳幼児の身体測定や育児・離乳食相談（栄養）を行っています。 

 

13．５歳児発達相談 

 発達には個人差があり、５歳ごろになると生活場面によってみせる行動も様々になってくること

から、子育てに悩みを持つ保護者を対象に子どもの特性を理解し、児に応じた子育てができるよう

支援しています。当該年度内に５歳になる児の保護者を対象に個別に案内を送っています。 

 

14. 特定不妊治療費助成事業 

 市では、平成２７年度から特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に要する費用の一部について、

兵庫県の助成額に上乗せして助成を行い、不妊に悩む夫婦の経済的な負担を図り、次世代育成を支

援します。平成３０年度からは対象と助成額を変更して実施しています。 

 〔助成要件〕 

① 該当する治療期間及び申請日に三田市に住民登録があり、法律上の婚姻をしている夫婦 

② 平成２７年４月１日以降に兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱に基づく助成決定を受け

ていること。ただし、兵庫県独自の追加助成（５万円）のみの県助成決定は助成対象外とし、

平成３０年４月１日以降に開始した治療については、採卵を伴う治療の２回目以降または男

性不妊治療を助成対象とする。 

③ 夫婦とも国民健康保険その他の医療保険に加入していること。 

 〔助成額〕 

平成２９年度については県の１回当たりの助成額（上限３０万円又は１５万円又は７万５千

円）を控除した治療費について１０万円を上限に助成。平成３０年度以降は県の１回当たりの

助成額（１５万円）を控除した治療費について５万円を上限に助成。ただし、平成３０年３月

３１日までに開始した治療に対する申請は、経過措置として平成２９年度制度の対象と助成額

で取り扱う。 

15. 新生児聴覚検査費助成事業 

平成３１年４月１日から、先天性の聴覚障害を早期発見し、適切な医療に繋ぐため、新生児聴覚

検査の目的・必要性を周知するとともに、市民税非課税世帯を対象とした受検費用の補助を実施し

ています。 

 〔助成対象者〕以下のすべてを満たす者 
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① 平成３１年４月１日以降に出生した者 

② 生後６か月以内に新生児聴覚検査を受検した者 

③ 本人を含む世帯が市民税非課税世帯または生活保護世帯である者（検査日時点） 

④ 新生児聴覚検査当日及び申請日において、三田市に住民登録がある者 

〔助成内容〕 

助成の対象となる新生児聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査「ＡＡＢＲ」、聴性脳幹反応検査

「ＡＢＲ」又は耳音響放射検査「ＯＡＥ」とし、これらの検査に係る費用を助成する。 

〔申請期間〕出生日から満１歳の誕生日の前日まで 

〔助成額〕３，０００円（三田市民病院の検査費用）又は新生児聴覚検査費のいずれかの低い額 

 

【チャッピーサポートセンター（子育て世代包括支援センター）】 

妊娠・出産期から子育て期（就学前まで）に至る各ライフステージに応じた切れ目のない子育て支

援を行い、安心して出産・育児ができる環境整備を行うことを目的として、平成２８年１０月より、

子育て世代包括支援センターを開設しました。 

専用相談ダイヤルを設置するなど、相談者の悩みや相談について専任の保健師が対応する総合相談

窓口として、親子カルテの作成や、必要時には他部署や他機関等とも連携しながら親子に寄り添った

切れ目のない支援に努めています。 

〔窓口〕 

総合福祉保健センター２階  ＴＥＬ ５５９－６２８８  ＦＡＸ ５５９－５７０５ 

【中・高齢者保健】 

１．健康手帳の交付 

  健康診査の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記録し、自主的な健康管理と適切な医

療の確保に資することを目的とするものです。 

なお、健康増進法に基づく健康増進事業の実施要領の一部改正により、平成 29年度より厚生労

働省のホームページからのダウンロードによるものとなりました。 

 

２．健康教育 

  健康の保持、増進には「自分の健康は自分で守り、つくる」という認識と自覚を高め、規則正し

い生活を実践することが大切です。健康教育事業は、生活習慣病の予防、健康増進等、健康に関す

る正しい知識について体験等を通じて学べるよう、次のような教室を実施しています。 

 

(1) 集団健康教育 

ヘルシーライフスクール 

  生活習慣病の予防を目的として、メタボリックシンドロームを改善したい方などを対象に、効果

的な運動とバランスのよい食事の方法について、体験を通じて学ぶことにより、よりよい生活習

慣の実践を推進しています。 



7 

 

 

(2) 健康推進員健康教室 

地域に密着した住民が主体となり自主的な健康づくりを推進するため、区長・自治会長の推薦に

より選出された健康推進員が各地域において健康教室（健康体操、料理教室等）、健康づくり講演

会の開催や体力づくりとしてウォーキング等を実施しています。 

 

(3) 健康料理教室 

 ヘルシークッキング 

  近年の健診結果において自身もしくは家族の「体格」「脂質」「血圧」「糖尿病」の項目が「要指導」

から「要医療」の判定であった 30歳以上の人を対象に栄養講話と調理実習を行い、食に関する様々

な知識と食を選択する判断力を正しく身につけ、望ましい食習慣の確立によって健康を維持・増

進することを目的とした教室です。 

 

３．健康相談 

(1) 市民健康相談 

市民が、健康について気軽に相談できる窓口として、原則２か月に１回健康相談を実施していま

す。自らが主体的に健康の保持・増進と生活習慣の見直しができるよう面接、保健師や栄養士がご

相談に応じています。 

また、禁煙を希望する方には、保健師による個別禁煙支援を実施しています。 

   

(2) 健診結果相談会 

健康診査受診者に対し、保健師による健診結果の見方や注意するポイントの話、また栄養士によ

るバランスの良い食事についての相談等を実施しています。 

 

(3) その他の相談 

各健康教室等において、保健相談・栄養相談を実施しています。  

 

４．健康診査 

生涯にわたる市民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するために、各種の健康診査を実施

しています。 
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(1) 特定健康診査・特定保健指導 

増え続ける国民医療費を抑制し、国民皆保険制度の持続と国民の健康寿命を延ばすため医療制

度改革のひとつとして、平成２０年度から特定健康診査・特定保健指導の実施が各医療保険者に

義務づけられました。それを受け、糖尿病等の生活習慣病の発症と重症化の抑止を図ることを目

標に、４０～７５歳未満の三田市国民健康保険加入者に対し以下の健康診査・保健指導を実施し

ています。 

【特定健康診査】 

「内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）」に着目して腹囲を測定し、身体計測・血圧測

定・尿検査・血液検査などと合わせて、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を早

期に発見することを目的に健康診査を行っています。 

＜検査項目＞ 

①問診票（食事、運動習慣、服薬歴、喫煙歴など）、②身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）、

③理学的所見（身体診察）、④血圧測定（収縮期血圧、拡張期血圧）、⑤脂質検査（中性脂肪、

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ）、⑥血糖検査（空腹時血糖、ヘモグロビン A1c）、⑦肝機能検査（AST

（GOT）、ALT（GPT）、γ―GT（γ―GTP））、⑧腎機能検査（血清クレアチニン eGFR）、⑨尿酸

（血清尿酸）、⑩尿検査（尿糖、尿たんぱく） 

   ※詳細な健診項目（対象となる人のみ） 

⑪貧血検査、⑫心電図検査、⑬眼底検査 

＜検査の実施＞ 

   ◇集団健診  三田市総合福祉保健センター、他８地域での実施。全３０回実施します 

（終日実施を１回含む） 

   ◇個別健診  市内の指定医療機関 

【三田市の成人の健康診査】 

集団健診  特定健診・後期高齢者基本健診・３０歳代基本健診 

肺がん検診（結核・ｱｽﾍﾞｽﾄ検診を含む） 

胃がん検診 / 大腸がん検診 

前立腺がん検診 / 肝炎ウイルス検診 / 骨粗しょう症検診 

胃の健康度チェック（ＡＢＣ検診） 

乳がんセット検診（マンモグラフィ・視触診） 

乳がん検診（マンモグラフィのみ） / 乳房超音波(エコー)検査 

子宮頸がん検診 

個別健診  特定健診・後期高齢者基本健診・30歳代等基本健診 

前立腺がん検診 

肝炎ウイルス検診（無料クーポン対象者のみ） 

乳がんセット検診（マンモグラフィ・視触診） 

乳がん検診（マンモグラフィのみ） / 乳がん検診（視触診） 

子宮頸がん検診 

歯科口腔健診 

※は、令和元年度より開始 
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【特定保健指導】 

特定健診の結果、内臓脂肪蓄積の程度と、高血圧・高血糖・脂質異常・喫煙などのリスク要

因の数などから、生活習慣病の予防が期待できる人を選び出し、必要性に応じて「動機付け支

援」「積極的支援」などの生活習慣の改善を支援する特定保健指導を実施しています。対象とな

る人には、市から特定保健指導の利用勧奨を行います。 

 

(2) ３０歳代等基本健診 

４０歳代の健診からでは既に生活習慣病の症状が出てきているケースが多く、３０歳代からの健

診受診の習慣化と、生活習慣病早期予防への取組みのため、３０～３９歳の人を対象に、平成２２

年度から特定健診とあわせて実施しています。健診内容は、問診・身体測定・尿検査・血圧測定・

生化学検査（特定健診と同じ健診項目）・理学的検査です。 

 

(3) 後期高齢者基本健診 

７５歳以上の人及び６５歳以上７４歳以下で後期高齢医療受給資格のある人を対象に、特定健

診とあわせて実施しています。健診内容は、問診・身体測定・尿検査・血圧測定・生化学検査（特

定健診と同じ健診項目）・理学的検査です。 

 

(4) 肝炎ウイルス検診 

ウイルスが原因で起こる肝臓の炎症をウイルス性肝炎といい、Ｂ型肝炎ウイルスとＣ型肝炎ウ

イルスが大半を占めます。ウイルス性肝炎になると急性肝炎として、一時的に発症し自然に治る

ものと、自覚症状がないまま進行し、急性肝炎から慢性肝炎、肝硬変、肝がんへ移行するものが

あります。感染者の早期発見・早期治療のため、今まで肝炎ウイルス検診を受けたことがない４

０歳以上の人を対象に、集団健診で肝炎ウイルス検診を実施しています。検査の方法は、血液検

査で行います。 

また、平成２７年度から、肝炎ウイルス無料クーポン券を特定年齢の未受診者に配布していま

す。平成２９年度から肝炎ウイルス無料クーポン対象者は、市内の指定医療機関（個別健診）で

受診することが可能になりました。 

 

(5) がん検診 

肺(結核検診を含む)がん・胃がん･大腸がん・前立腺がん検診は、集団健診で実施しています。

また、肺がん検診の希望者にはアスベスト検診も実施しています。 

乳がん検診（視触診）は三田市内個別医療機関でのみ実施しており、平成３０年度より３０歳

代の女性市民のみが対象となりました。また、乳がんセット検診（マンモグラフィ＋視触診）、乳

がん検診（マンモグラフィのみ）、子宮頸がん検診は個別・集団健診で実施しています。 

令和元年度より、４０歳以上の方のマンモグラフィとの併用による検査精度の向上及び４０歳

未満の若年層の乳がん早期発見を目指し、集団健診において乳房超音波検査を導入しました。 
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【がん検診の内容】 

 肺がん検診 

(結核・ｱｽﾍﾞｽﾄ検診) 
胃がん検診 大腸がん検診 前立腺がん検診 

対象 
30 歳以上 

(結核は検診 65歳以上) 
35 歳以上 40 歳以上 50 歳以上男性 

方式 集団健診 集団健診 集団健診 
集団健診 

個別健診 

実施方法 

胸部エックス線撮影 

※喀痰検査は問診によ

り必要な人のみ 

胃部エックス線 

撮影 

便潜血反応検査 

(2 日法) 

※検査容器は事前

に郵送 

血清ＰＳＡ測定 

実施場所 
保健センター、 

他 8地域 

保健センター、 

他 8地域 

保健センター、 

他 8地域 

保健センター、他 8

地域、市内の指定医

療機関 

 

 乳がん検診 

(視触診) 

乳がんセット検診

（ﾏﾝﾓ＋視触診） 

乳がん検診 

（ﾏﾝﾓのみ） 

乳房超音波 

（エコー）検査 
子宮頸がん検診 

対象 30 歳代女性 40 歳以上女性 20 歳以上女性 20 歳以上女性 

方式 個別健診 
集団健診 

個別健診 
集団健診 

集団健診 

個別健診 

実施方法 視診・触診 

視診・触診 

乳房エックス線 

撮影 

乳房エックス線 

撮影 
乳房超音波検査 子宮頸部細胞診 

実施場所 
市内の指定

医療機関 

保健センター、える

むプラザ、三田市内

医療機関 

保健センター、三

田市内/神戸市内

指定医療機関 

保健センター 

保健センター、三

田市内/神戸市内

指定医療機関 

 

【アスベスト健康管理支援事業】 

市の集団健診で実施しているアスベスト関連疾患検診（肺がん検診時に併せて実施）などで、「要

精密検査」と判定され、指定医療機関で精密検査を受診した結果、「アスベスト関連疾患で経過観

察が必要」と医師から診断された人を対象に、健康管理手帳を交付し、経過観察にかかる検査費用

（胸部レントゲン、ＣＴ検査に限る）の自己負担分を１年度に２回を限度に助成します。 

 

(6) 骨粗しょう症検診 

寝たきりの原因として多い骨折を予防するため、３０歳以上の女性を対象に超音波法によるか

かとの骨密度測定を集団健診で実施しています。 

 

(7) 胃の健康度チェック（ＡＢＣ検診） 

血液検査でピロリ菌の感染と胃粘膜の状態（胃の老化）を判定し、胃の健康状態をチェックし

ます。 

３０歳以上の市民を対象に集団健診で実施しています。 

 

(8) 歯科口腔健診 

歯周疾患の早期発見と保健指導を行うことで、歯周疾患を予防し、高齢期における口腔衛生状
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態の改善と日常生活の質の向上を目指すことを目的に、２０・２５・３０・３５・４０・４５・

５０・５５・６０・６５・７０・７５・８０歳の節目年齢の人と妊婦を対象に、市内の指定歯科

医院において個別健診で実施しています。 

健診の内容は、問診・お口の健康（むし歯や歯ぐき、顎の状態など）および口腔がんのチェッ

クを行います。 

対象者については、平成２３年度より妊婦、平成２４年度より２０・２５歳、さらに平成２６

年度より７５・８０歳の方も受診できるよう、対象年齢等の拡大を行っています。 

なお、健診名称は平成２２年度に「歯周疾患検診」から「歯科口腔健診」に変更したものです。 

 

(9) 人間ドック受診費用の助成 

４０歳以上の国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者の健康づくり意識の高

揚及び生活習慣病の予防と早期発見を図り、健康の保持増進に寄与するため、一定の要件を満た

す場合に人間ドック受診費用の助成をおこなっています。 

〔窓口〕 

国保医療課 給付係  ＴＥＬ ５５９－５０４９  ＦＡＸ ５５９－２６３６ 

 

【結核・感染症予防対策】 

１．感染症予防 

感染症予防事業は、平成 11年 4月に伝染病予防法が感染症予防法に改正されてからは、県事業と

して、総合的な推進体制が整備されています。 

市では平成 15 年 12 月に三田市感染症警戒本部を設置し、Ｏ157 などの感染症の予防や健康被害

の拡大防止対策に取組んでいます。 

また、結核予防については、結核予防法による予防対策の推進により、結核のまん延状況は大き

く改善され、死亡率も年々減少したものの、この数年結核り患率の減少速度に鈍化の傾向がみられ

るほか、結核患者の高齢化、集団感染事例の増加等、決して軽視することができない疾患です。 

結核予防法は平成 19 年 4 月 1 日に廃止され、感染症予防法に改正されましたが、市では、65 歳

以上の市民を対象に、結核検診（胸部 X線検査）を肺がん検診とあわせて実施し結核予防に努めて

います。 

その他にも、病原性が高い新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、国民生活に

及ぼす影響を最小限とすることを目的に、平成２５年４月に新型インフルエンザ等特別措置法が施

行されたことに基づき、三田市インフルエンザ等対策行動計画を平成２７年３月に改正し、新型イ

ンフルエンザ等発生時の基本方針を定めています。 

２．定期の予防接種事業 

 感染のおそれがある疾病の発生及びまん延の予防と、個人の発病またはその重症化を防止するた

め、予防接種法に基づいて各種の予防接種を市内の予防接種実施医療機関において、次のとおり実

施しています。 
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 予防接種名 対 象 及 び 回 数 等 接種時期 

乳 

幼 

児 

Ｂ Ｃ Ｇ １歳に至るまでの間（１回） 

通年 

Ｂ型肝炎 
１歳に至るまでの間（１回目と２回目は２７日以

上、１回目と３回目は１３９日以上の間隔で３回） 

ヒブ（Hib） 

生後２か月～５歳に至るまでの間 

○ 接種開始年齢により接種回数が異なります 
生後２か月～６か月  初回３回･追加１回 

生後７か月～１１か月 初回２回･追加１回 

１歳～５歳       １回 

小児肺炎球菌 

 

生後２か月～５歳に至るまでの間 

○ 接種開始年齢により接種回数が異なります 
生後２か月～６か月 初回３回･追加１回 

生後７か月～１１か月 初回２回･追加１回 

１歳～２歳に至るまで  ２回 

２歳～５歳に至るまで  １回 

水痘 
生後１２か月～３６か月に至るまでの間 

（標準：３か月以上、概ね６か月の間隔で２回） 

４種混合 

（３種混合及び

不活化ポリオ） 

１期 

初回 

生後３か月～９０か月に至るまでの間 

（標準：２０日以上、５６日までの間隔で３回） 

１期 

追加 

生後９０か月に至るまでの間 

(標準：１期初回３回終了後６か月以上、概ね１２

か月後～１８か月後までの間に１回) 

麻しん風しん混

合 
(麻しん単独) 

(風しん単独） 

１期 生後１２か月～２４か月に至るまでの間（１回） 

２期 
５歳から７歳未満の者であり小学校就学前１年の

間にある人：幼稚園、保育所の年長児相当（１回） 

４ / １ 

～ 

３ / ３１ 

日本脳炎 

１期 

初回 

生後６か月（標準は３歳）～９０か月に至るまでの

間（標準：６日以上、２８日までの間隔で２回） 

通年 
１期 

追加 

生後９０か月に至るまでの間 

(標準：１期初回２回終了後６か月以上、概ね１年

後に１回) 

児
童 

２種混合 ２期 １１歳以上１３歳未満（１回） 

通年 

日本脳炎 ２期 ９歳以上１３歳未満（１回） 

生
徒 

ヒトパピローマウイルス

（子宮頸がん予防ワクチ

ン） 

小学６年生～高校１年生相当の女性 

○ ３回接種 

（標準は中学１年生の間に接種。接種間隔はワクチ

ン毎に異なる） 

通年 

成
人 

麻しん風しん混合 

（風しんの第５期） 

・昭和３７ 年４ 月２ 日～昭和５４ 年４ 月１ 日

生まれの男性 

・予防接種を受ける前に、抗体検査を受けた結果、

十分な抗体がない場合のみ定期接種の対象となる。 

・対象者には、抗体検査及び予防接種の無料クーポ

ン券を配布 

平成３１年

４月１日～

令和４年 

３月３１日 
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高
齢
者 

高齢者肺炎球菌（２３価） 

・平成３１年４月１日～令和２年３月３１日の間に

６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・

９５歳または１００歳以上の人 

・６０歳～６５歳未満であって、心臓・じん臓もく

しは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能に障害を有する人〔これらの疾患で

身体障害者手帳１級をお持ちの人及び１級相当の

人〕 （対象年度に１回：自己負担あり） 

※過去に２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワ

クチン（商品名：ニューモバックス）を接種した

ことがある人は対象外 

４ / １ 

 

～ 

 

３ / ３１ 

インフルエンザ（季節性） 

・６５歳以上の人 

・６０歳～６５歳未満であって、心臓・じん臓もく

しは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫の機能に障害を有する人〔これらの疾患で

身体障害者手帳１級をお持ちの人及び１級相当の

人〕 （期間中１回：自己負担あり） 

１ ０ 月 中

旬 ～ 翌 年

の １ 月 末

ごろまで 

（予定） 

 

※ヒトパピローマウイルス（子宮頸がん予防）ワクチンは厚生労働省の勧告通知により、平成２５

年６月１４日から、副反応の発生頻度が明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、

積極的勧奨が差し控えられています。 

※４種混合ワクチンが平成２４年１１月から導入され、４種混合ワクチンの供給量が確保されてい

ることから、平成２６年３月に３種混合ワクチンの製造が中止となり、３種混合とポリオで接種

を開始した人で、ポリオの接種のみが未完了の場合は不活化ポリオワクチン接種していました。

また３種混合ワクチンまたは３種混合ワクチンとポリオのどちらも接種が未完了の場合は、４種

混合ワクチンを接種することで対応していました。しかし平成３０年１月末より３種混合ワクチ

ンの販売が再開となり、乳幼児の定期予防接種において実施可能となりました。 

※麻しん風しん混合予防接種は、これまでに麻しんまたは風疹どちらかに罹患したことが明らかな

児についても、混合ワクチンで接種を行ないます。また、保護者が特に希望する場合は、混合ワ

クチンのかわりに単独ワクチンで接種できます。 

※日本脳炎ワクチンの接種については、厚生労働省の勧告通知により、平成１７年５月から接種を

差し控えていましたが、現在は通常通り接種できます。平成７年４月２日～平成１９年４月１日

生まれの人は、２０歳未満の間、定期予防接種４回のうち、不足回数分の接種ができます。 

 また、平成１９年４月２日～平成２１年１０月１日生まれの人は、９歳～１３歳未満（第２期の

対象期間）の間、定期予防接種４回のうち、不足回数分の接種ができます。 

※平成２８年１０月１日より、Ｂ型肝炎予防接種が定期接種に導入されました。 

※風しんの第５期の抗体検査及び予防接種については、平成３１年４月１日～令和４年３月３１日

までの３年間にわたり定期接種化され、実施しています。 
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【地域医療】 

１．健康医療相談ダイヤル 

 平成２７年７月１日より、２４時間３６５日いつでも電話（携帯電話可）で相談できる「さんだ

健康医療相談ダイヤル２４」を開設しています。この相談ダイヤルでは、医師や保健師などが病気

やケガの症状・相談内容に応じ、家庭での対処方法・医療機関へのかかり方などについてわかりや

すくアドバイスし、また必要に応じて診療可能な医療機関の案内も行っています。相談・通話にか

かる費用は無料です。 

 

さんだ健康医療相談ダイヤル２４  ＴＥＬ ０１２０－３１０－３２８ 

 

２．休日診療 

三田市では、休日における初期救急体制として、三田市医師会、三田市薬剤師会の協力を得て平

成２２年３月７日より内科、小児科を中心とした１次医療施設「三田市休日応急診療センター」を

開院しました。 

また、歯科においては、三田市歯科医師会の協力を得て日曜･祝日・年末年始に在宅当番医制によ

る診療を行っています。 

 

３．小児救急輪番制 

休日・夜間における小児二次救急医療に対応するため済生会兵庫県病院・神戸中央病院で輪番制に

て実施しています。 

【献血推進】 

市役所、総合福祉保健センター、商業施設、企業、学校、団体等の施設でおこなわれている献

血活動で血液の確保を図っています。 

 ◇献血の種類 ①200ml献血 ②400ml献血 ③成分献血 

診療科 実施主体 診   療   体   制 

内 科 、 

小 児 科 

三田市 

（三田市休日応急

診療センター） 

TEL 556-5005 

FAX 556-5013 

診療日･･･日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

診療時間･･･9時～12時、13時～17時 

受付時間･･･8時 45分～11時 30分、13時～16時 30分 

診療体制･･･原則２診 

所在地･･･三田市天神 1丁目 10-14（兵庫県阪神北県民局三田庁舎内） 

担当医師･･･三田市医師会より派遣 

担当薬剤師･･･三田市薬剤師会より派遣  

歯 科 三田市歯科医師会  日曜・祝日･･･9時～15時（１医療機関） 

 年末（12/29～31）･･･9時～15時（２医療機関） 

 年始（1/1～3）･･･9時～15時（１医療機関） 

※歯科休日診療は平成 14年 4月より実施され、平成 21年 4月より受

付を午前 9時から午後 3時まで延長して診療を行っています。 
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【健康づくり】 

健康推進員 

住民が主体となり、地域に密着した自主的な健康づくりを推進するため、区長・自治会長の推

薦により選出された健康推進員約 200名が各地域において活動しています。 

◇活動内容◇ 

①健康推進員自身が知識を習得するために研修会に参加し、学習したことを地区に持ち帰っ 

て健康づくりの普及啓発に努める。 

②自らが積極的に各種健康診査を受診し健康管理を行うとともに、地域住民に健診などの PR

を行い広く受診を勧める。 

③介護予防、健康増進、日常の身体活動量の増加等を目指した生活習慣をつくるための各種健

康づくり事業（ウォーキング、健康体操、健康料理、身体と心の健康講座など）を開催し、

地域住民の積極的な参加を促す。 

④市の行う健康づくり事業などを地域で紹介する。 

⑤地域のふれあい活動等に参画する。 

 

三田いきいきマイレージ 

市民が楽しみながら健康づくりに取り組むことへの『きっかけ』とし、そうした活動継続への

『励み』に繋げることを目的に、ポイントを貯め、貯めたポイントを様々な特典に交換できる制

度として創設しました。 

◇事業内容◇ 

健（検）診の受診、市が実施する健康事業やスポーツイベントへの参加、自主的な日々の健康

への取り組みなどによりポイントを貯め、１００ポイントを達成したら「お米券」または「協賛

企業サービスクーポン」と交換します。 

実施期間：平成３０年９月３０日～令和２年２月２９日 

 

 


